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○栗東市統計調査員登録制度実施要綱 

平成１２年１２月２５日 

告示第１２３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、国、県から受託した統計調査及び市が自ら実施する統計調査の統計調査員（以下

「調査員」という。）になるべき者を登録することによって調査員の選任を円滑にし、もって統計調

査の合理化を図ることを目的とする。 

（登録） 

第２条 市長は、統計調査員候補者登録カード（別記様式。以下「登録カード」という。）を作成し、

次に掲げる者を統計調査員候補者（以下「候補者」という。）として登録するものとする。 

⑴ 公募に応募した者 

⑵ 個人又は自治会、団体等から推薦のあった者 

⑶ 統計調査の調査員として経験のある者で、市長が適当と認めたもの 

（登録資格） 

第３条 登録を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者のうち市長が適当と認めた

ものとする。 

⑴ 原則として民間人とする 

⑵ 市内在住若しくは在勤の者又は市内での調査活動が可能な者 

⑶ 年齢が原則として満２０歳以上の者 

⑷ 職務上知り得た秘密の保持などに関し、十分信頼できる者 

⑸ 調査内容を十分理解し、職務を円滑に遂行できる者 

⑹ 熱意と責任感があり、職務に忠実かつ積極的である者 

⑺ 税務職員、警察、興信所や秘密探偵等の業務及び選挙に直接関係のない者 

⑻ 暴力団員その他の反社会的勢力に該当しない者 

⑼ その他統計調査活動に支障のない者 

（登録の手続） 

第４条 候補者の登録を受けようとする者は、登録カードに必要な事項を記載して、その旨を市長に申

し出なければならない。 

２ 市長は、候補者の登録をしたときは、その旨を当該申出人に通知するものとする。 

（登録期間） 

第５条 候補者の登録期間は、登録の日から当該年度の３月末までとする。ただし、更新することを妨

げない。 

（統計調査員の選任） 

第６条 市長は、調査員を選任又は推薦するときは、登録カードに登録された者の中から選考する。た
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だし、地域的な事情その他の理由で適格者を得られない場合は、登録者以外の者を選考することがで

きる。 

（調査員選任依頼） 

第７条 市長は、調査員を選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区

域、調査の時期等を明示して、その都度本人の同意を得なければならない。 

２ 当該候補者は、前項の依頼があった場合において、調査員として支障がある場合は、辞退すること

ができる。 

（登録の取消し） 

第８条 市長は、登録カードに登録された者から登録の取消しの申出があったとき、又は調査員として

不適格の事由が生じたと認めたときは、登録を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。 

（研修の実施等） 

第９条 市長は、登録カードに登録した者に対し、統計調査実施に関する情報その他の資料を配布する

とともに、統計調査の円滑な実施を図るため、研修会等を開催するものとする。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員候補者の登録に関して必要な事項は、市長が定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１２年１２月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に、廃止前の栗東町統計調査員登録制度実施要綱（昭和４８年栗東町訓令第１１

号）第２条により登録された統計調査員候補者は、この告示により登録されたものとみなす。 

附 則（平成２５年３月２９日告示第６１号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年９月１７日告示第１０７８号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現に第２条の規定により登録されている統計調査員候補者の登録資格につい

ては、なお従前の例による。 
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別記様式（第２条関係） 

 


